
※この届出は、相続財産上の権利義務・相続登記・所有者変更とは関係ありません。

※固定資産税について、相続登記が完了するまでの間は地方税法第３４３条第２項により相続

人全員が現に所有している者として連帯して納税することになりますが、この届けにより上

記相続人代表者が連帯納税義務者の代表者となります。

□ 相続人代表者に口座登録がある場合、共有部分（被相続人所有分）についても口座引落を

希望します。

相 続 人 代 表 者 指 定 （ 変 更 ） 届 出 書 兼 現 所 有 者 申 告 書

田 布 施 町 長 様

相続人代表者

（申請者）

令和 年 月 日

〒 ―

住所

（フリガナ）

氏名 (※)
※本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。

被相続人との続柄

電話 （ ） ‐

生年月日 年 月 日

地方税法第９条の２第１項の規定により、被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除

く）及び還付に関する書類を受領する代表者を上記のとおり指定（変更）しましたので届け出

ます。田布施町税条例第７４条の３に基づき、地方税法第３８４条の３に規定する現所有者を

下記のとおり申告します。

被相続人

（死亡された方）

死 亡 時 の

住 （ 居 ） 所

フ リ ガ ナ

氏 名
性 別 男 ・ 女

生 年 月 日 明治・大正・昭和・平成 年 月 日

死 亡 年 月 日 年 月 日

以下の各相続人は、上記の者を相続人の代表者として承諾しました。

代
表
者
以
外
の
相
続
人

氏 名
フ リ ガ ナ 被相続人

との続柄
住（居）所

備考



●配偶者は常に相続人

●第一順位は 子、孫（代襲）

ア. 相続人 ●第二順位は 親

●第三順位は 兄弟、姉妹、甥・姪（代襲）

●受遺者（指定相続）

イ. 相続人の範囲と順位図

＊被相続人の配偶者は

祖父母 常に相続人

＊数字は相続の順位

２ ＊１’、１”、３’は１、３の

順位の者が被相続人より先に

養父母 父 母 死亡したときの代襲相続人

２ ２

内縁 被相続人 配偶者 兄弟

の妻 姉妹

３

認知を 認知を 養 子 子 胎児 おい

受けない子 受けた子 めい

１ １ １

１ ３’

孫 孫 孫

１’ １’ １’

ひこ ひこ ひこ

１" １" １"


